
中期目標・中期計画一覧表 
（法人番号 ３７） （大学名） 富 山 大 学  

中 期 目 標 中 期 計 画

（前文）大学の基本的な目標 

【理念】

  富山大学は，地域と世界に向かって開かれた大学として，生命科学，

自然科学と人文社会科学を総合した特色ある国際水準の教育及び研

究を行い，人間尊重の精神を基本に高い使命感と創造力のある人材を

育成し，地域と国際社会に貢献するとともに，科学，芸術文化，人間

社会と自然環境との調和的発展に寄与する。

【目標】

  富山大学が全学的に重視する目標は，教養教育と専門教育の充実を

通じて，幅広い職業人並びに国際的にも通用する高度な専門職業人を

養成することである。本学は，地域と世界の発展に寄与する先端的な

研究を推進し，東アジア地域をはじめ諸外国の教育研究機関と連携し

つつ，国際的な教育・研究拠点となる「知の東西融合」を目指す。ま

た，地域と時代の課題に積極的に取り組み，社会の要請に応える人材

を養成し，産学官の連携と地域への生涯学習機会の提供などを通じ

て，地域社会への貢献を行っていく。

【第３期の基本的な目標】

富山大学の目標を達成するため，教育においては，カリキュラム改

革や教育方法の改善のほか，社会人の実践的・専門的な学び直し機能

の強化など教育システムの改善を行う。また，研究においては，本学

の持つ強み・特色のある先端分野の機能強化を図るとともに，イノベ

ーション創出を支える基盤的教育研究組織の整備・充実を行う。更に，

「地（知）の拠点」を目指し，地域産業や医療機関との連携，地域を

支える人材育成など，地域社会への貢献を行う。これらの達成により，

全国的な教育研究拠点，地域活性化の中核的拠点等の機能強化に向け

て，全学的なマネジメント体制を確立する。

（様式１－１）
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◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 

１ 中期目標の期間 

   平成２８年４月１日から平成３４年３月３１日まで

２ 教育研究組織 

   この中期目標を達成するため，別表に記載する学部，研究科及び

教育部を置く。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

①教育課程・教育方針

〈学士課程〉

【１】学士課程においては，教養教育と専門教育を充実し，新しい

知識・情報・技術が重要性を増すグローバルな知識基盤社会

に貢献できる，豊かな人間性と創造的問題解決能力を持つ人

材を育成する。

〈大学院課程〉

【２】大学院課程においては，体系的で高度な専門教育を充実し，

多様な課題に果敢に挑戦し解決でき，また，学位に応じた幅

広い知識と多角的な視点に基づく業務・研究遂行能力を持ち

国際的に活躍できる人材を育成する。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

①教育課程・教育方針

〈学士課程〉

【１】平成２９年度中に科目番号制（ナンバリング）を導入することにより，学

修の段階や順序等を明示し，中期目標期間中に体系的な教育課程によりカ

リキュラムを編成する。  

【２】授業のための事前準備・授業計画・事後展開や科目同士の関連性等をシラ

バスに明記することにより，学生の主体的な学修を促進する。 

【３】各学部の教育方針にあったキャリア形成を充実させるため，教育課程全体

を通じたキャリア教育の視点から身に付けるべき能力を明確化し，体系的

なキャリア教育を編成する。 

【４】全学的な協力体制の下，平成２９年度中に教養教育に関するカリキュラム

や教育方法について再構築し，五福キャンパスでの一元的な教養教育を中

期目標期間中に完成させる。

〈大学院課程〉 

【５】各専門領域における大学院教育を充実させるとともに，領域横断的な教育

やキャリア教育を推進するため，各研究科等が連携してカリキュラムの編

成を行い実施する。 

【６】高度な専門性に加え，現代社会のニーズに応える幅広い課題設定・課題解

決能力を育む教育を推進するため，各研究科において体系的で実質化され

た大学院カリキュラムの編成を行い実施する。 

【７】セミナー，研究会や学会等に学生を積極的に参加させ，研究者との交流を

通じて，専門分野の知識と技能を身につけさせるとともに，コミュニケー

ション能力を強化する。 
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②成績評価

【３】厳格な成績評価を行い，学位の質を保証する。

（２）教育の実施体制等に関する目標 

①教育の実施体制

【４】より質の高い教育を実現するために，教養教育及び専門教育

の実施体制の強化を行う。

②教育環境の整備

【５】多様な人材育成のため，学生や社会人等が学びやすい教育環

境の整備を推進する。

③教育の質の改善のためのシステム等

【６】教育の質を不断に改善するためのシステムを整備する。

（３）学生への支援に関する目標  

①学修支援及び学生生活支援

【７】全ての学生が充実した学生生活を送れるように，教育・学生

支援機構を中心として，経済支援，障害学生支援，留学生支

援等も含めた総合的な支援・指導を行う。

②成績評価

【８】シラバス等に明示した評価基準及びＧＰＡ（Grade Point Average）制度の

導入により，成績評価の明確化，厳格化を図るとともに，ＧＰＡ制度を活

用した進級・卒業要件等の検討を行い明文化する。 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

①教育の実施体制

【９】教養教育の新カリキュラムを平成２９年度中に完成させ，五福キャンパス

での一元的な教養教育を実施するための教員再配置を行うとともに，全学

の教養教育に責任を負う教養教育院（仮称）を設置する。 

【10】全学的な機能強化を図る観点から，学生定員の見直しや学部・大学院の教

育課程及び組織のあり方，規模の見直しを行う。

②教育環境の整備

【11】附属図書館の機能を充実させるため，図書館の活用講習会，利用者の相談

サポート，ウェブを活用したナビゲート機能の提供を行う等，多様な利用

形態に対応した学生や社会人が学びやすい環境を整備する。

【12】学生の主体的な学修や社会人の学び直しを支援するために，ＩＣＴ

（Information and Communication Technology）等を活用した双方向型

の授業や自習環境を更に整備する。

③教育の質の改善のためのシステム等

【13】教育に関する基本データの一元管理により，教育を分析・評価するシステ

ムを構築し，教育の改善に関するＰＤＣＡサイクルを確立させ，教育の改

善・強化を行う。

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

①学修支援及び学生生活支援

【14】学生と教員とのコミュニケーションを密にし，１年次から学生に対し指導

教員等を配置するとともに，学生支援センター，保健管理センター等と連

携しながら，学修と学生生活を支援する。 

【15】経済的に困窮している学生，障害学生，留学生，課外活動について，アン

ケート等によるニーズ把握，事業内容・予算配分の見直し，富山大学基金

の活用や支援体制の整備等により，支援を充実する。 

【16】学生の心身や安全・安心確保のため，機会を捉えた指導・支援を行う。 
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②就職・進路支援

【８】学生の自己成長を促し，社会が求める人材の輩出のため総合

的な支援・指導を行う。

（４）入学者選抜に関する目標 

【９】平成２６年１２月２２日中央教育審議会答申及び「高大接続

改革実行プラン」平成２７年１月１６日文部科学大臣決定に

基づき，入学者選抜は，大学入学後の教育課程と入学者選抜

の評価方法との関係性や求める能力の評価方法が明確化さ

れたアドミッション・ポリシーに基づき，知識偏重の入学者

選抜から脱却し，能力・意欲・適性を多面的・総合的に評価・

判定する入試改革を行う。 

２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

①重点的に取り組む領域

【10】生命科学及び自然科学で世界レベルの先端的，独創的，学際

的・分野横断的研究を推進するとともに，本学の強み・特色

ある研究に重点的に研究支援を行う。 

②特色ある研究

【11】我が国有数の特色ある研究を推進する。 

③基礎研究の充実

【12】基礎的・基盤的研究を推進する。

②就職・進路支援

【17】学生への就職支援，キャリア形成の充実を行うとともに，県内自治体や企

業等との連携を強化し，地元就職を促進するために，富山県内企業等でイ

ンターンシップ（単位修得可能）を受講する学生数を１０％向上（前期比）

させるほか，卒業・修了者の３年以内の離職率を減少させるために，マッ

チング支援やインターンシップの強化を行う。  

（４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置

【18】高大接続改革実行プランに基づき，アドミッション・ポリシーの見直しを

行うとともに，大学入学希望者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に

評価できる大学入学者選抜方法の内容を平成３０年度までに決定し，平成

３３年度入試から実施する。

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

①重点的に取り組む領域

【19】本学の強み・特色ある研究を，世界トップレベルに達成させるために，人

的資源の配分，研究費の重点配分等を行い，次に掲げる分野の論文数・論

文の被引用数を１０％向上（前期比）させる。 

・医薬関連分野の臨床医学，神経科学，薬学の応用研究 

・理工関連分野の材料，化学，エネルギー，環境・防災，生命科学に関わ 

る科学領域で先端的な研究 

・和漢医薬学と先端医薬学を融合した東西医薬学を基盤とした研究

②特色ある研究

【20】経済，社会，文化，芸術等の分野で優れた研究を推進し，論文（著書）数

等を前期より増加させる。

③基礎研究の充実

【21】優れた基礎的・基盤的研究を推進するため，コーディネーターを配置し，

研究内容や申請に関するアドバイス等を行うことにより，科学研究費助成

事業申請数を１０％向上（前期比）させ，採択数を増加させる。
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④研究成果の社会への還元

【13】研究成果を世界や地域に向けて発信し，広く社会に貢献する。 

（２）研究実施体制等に関する目標 

①研究実施体制

【14】本学の強みや特色のある研究を更に推進するため，研究推進

機構を中心として，戦略的に研究環境を整備する。

②若手研究者の育成

【15】若手研究者が創造性を発揮できる，自立的な研究環境を整備

する。 

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する

目標 

①地域活性化の中核的拠点

【16】地域活性化の中核拠点として，地域連携推進機構を中心に自

治体と連携し，教育・研究・社会貢献の分野において，地域

社会の活性化に寄与する。 

④研究成果の社会への還元

【22】研究の成果を世界と全国に向けて，研究者や一般市民等の対象者に応じ，

次に掲げる取組により発信する。  

・論文の学術誌への発表や研究成果集等の発行 

  ・公開講座等の市民向け講座を６０講座以上開講 

・研究会，講演会等の開催や広報活動の実施 

・各学部開設授業のうち，公開可能な科目の半数以上をオープン・クラス

（公開授業）として公開 

【23】自治体・企業・高等教育機関との共同研究・受託研究やプロジェクト研究

等を積極的に行い，共同研究・受託研究件数を増加（前期比）させるとと

もに，研究成果を社会に還元する。 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

①研究実施体制

【24】学術研究用設備整備マスタープラン等の検証・見直しを行い，共同利用に

資する研究設備を計画的に整備する。

【25】本学の施設，設備等を利用する共同研究や産学連携を支援する。

【26】和漢医薬学総合研究所は，全学的な東西医薬学の融合研究を推進し，全国

の和漢医薬学研究の中核的拠点を担う役割・機能を維持向上させ，研究の

成果に係る論文数を前期よりも増加させるとともに，本学の目標・特色・

強みである「知の東西融合」を実現するための機能強化を行う。

②若手研究者の育成

【27】博士課程を修了した若手研究者の研究環境を整備し，テニュアトラック制

度や学長裁量経費等により，若手研究者の育成を行う。

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成す

るための措置 

①地域活性化の中核的拠点

【28】地域のシンクタンクとして，自治体等と連携し，地域課題に取り組む仕組

みを構築し，協働して地域課題解決に取り組む。 

【29】地域を志向した教育を行うための教育プログラムを設定することにより，

教育改革を推進し，地域ニーズに応じた人材を育成する。 

【30】地域イノベーションの創出に取り組むとともに，産業界，自治体等との協

働により高い専門性，経営能力等を兼ね備えた人材を育成する。 
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②生涯学習の充実

【17】地域の生涯学習の拠点として，地域社会に様々な学習機

会を提供する。 

４ その他の目標 

（１）グローバル化に関する目標 

①国際交流の推進

【18】日本人学生・教職員の海外派遣及び外国からの留学生・研究

者の受入れの双方を増加させる。

②国際社会への貢献

【19】学術や人材の国際交流を推進し，国際的人材の育成や優れた

研究成果の発信を盛んにして国際的に貢献する。

③グローバル化教育

【20】グローバル化に対応した教育を促進し，国際的に活躍できる

人材を育成する。 

（２）附属病院に関する目標

①医療の質の向上

〈高度急性期医療機能の強化〉

【21】高度急性期医療機能を強化させるため，専門性と総合性の調

和した，高度な先進医療を提供する。

〈地域医療の連携〉

【22】将来の地域医療需要を見据え，地域の求める役割に対応でき

る大学病院の体制を確立する。

【31】地域社会の発展や活性化に資する教育研究の推進や，地域との協働を通し

て，地域における雇用を創出するとともに，卒業・修了者の地元就職率を

１０％（前期比）向上させる。 

②生涯学習の充実

【32】地域の生涯学習の拠点として，若者世代，現役・子育て世代，シニア世代

のそれぞれのニーズに対応した，多様な学習機会を提供する。

【33】地域の生涯学習機関（博物館，図書館や公民館等）と連携し，地域の生涯

学習を支援する。

４ その他の目標を達成するための措置 

（１）グローバル化に関する目標を達成するための措置 

①国際交流の推進

【34】大学の基金等を活用し，日本人学生・教職員の海外派遣及び外国からの留

学生・研究者の受入れの双方を支援する。派遣及び受入れのバランスに留

意し，特に日本人学生・教職員の海外派遣を戦略的・重点的に支援し増加

させる。

②国際社会への貢献

【35】大学の基金等を活用し，若手研究者の海外派遣，優れた研究者の招聘，国

際学術集会開催等を戦略的に支援し，学術と人材の国際交流を増加させる。 

③グローバル化教育

【36】グローバル社会で活躍できる人材を育成するために，教育プログラムの多

様化や学事暦の柔軟化を行い，学生の海外留学や海外でのインターンシッ

プを推進する。 

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置 

①医療の質の向上

〈高度急性期医療機能の強化〉

【37】機能的な診療施設及び最新の医療機器を整備する。また，医療の質の評価

をベースに医療を検証することにより，安心安全な高度先進医療を行う。

〈地域医療の連携〉

【38】地方自治体及び地域の医療機関との連携強化を図り，患者紹介率７０％以

上，逆紹介率５０％以上を維持させる。
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  〈患者サービスの充実〉

【23】患者中心の医療サービスを充実させ，安心安全な医療を提供

する。

②医療人育成

【24】魅力ある教育プログラムを提供し，慈愛の精神にあふれ高い

技術をそなえた医療人を養成する。また，富山県や関連病院

と連携した地域医療に取り組む。

③臨床研究

【25】臨床研究を推進するための環境を構築する。また，臨床研究

の信頼性確保を図る。

④運営等

【26】健全な病院経営を維持発展させ，診療環境の整備及び医療の

充実を図る。

（３）附属学校に関する目標 

①大学・学部との連携

【27】人間発達科学部・研究科が担う教員養成を含む人を教え支え

るための教育・研究，教職大学院が担う教員の資質を向上さ

せる教育・研究，附属学校園が担う幼児・児童・生徒を教え

育てるための教育・研究を相互に協力して実施し，研究成果

を地域の教育に普及できる体制を構築する。

〈患者サービスの充実〉

【39】医療安全・感染対策等の情報収集や，インシデントの検証・対策を行うと

ともに，医療安全講習会として，医薬品安全講習会及び医療機器の実技訓

練等を実施し，安全な医療環境を維持する。また，職員の接遇研修や患者

アンケート等を実施し，医療現場に反映させることにより，患者サービス

を向上させる。

②医療人育成

【40】日本医学教育認証評議会（ＪＡＣＭＥ）による本学の医学教育評価を踏ま

え，卒前のクリニカルクラークシップにおける実習期間の拡大等による充

実を図り，優秀な医療人材を確保・育成する。

【41】富山県の医療に貢献する医療人を育成するため，富山県と連携したレジデ

ントカフェやレジナビ及び他大学の医学部医学科生を対象とした病院見

学・受験奨励事業等を充実させ，初期臨床研修医（他大学出身者含む。）

の採用者数及び後期研修医の入局者数を，第２期中期目標期間の総数より

増加させる。

③臨床研究

【42】臨床研究を推進するために，臨床研究コーディネーターを養成するととも

に，モニタリング（プロトコールの遵守状況，データの正確な記録・報告

の確認）及び監査（臨床試験結果の信頼性の保証，試験参加者への倫理性

の担保や臨床試験の品質向上）を実施する人員を養成する。

④運営等

【43】健全な病院経営を維持発展させるとともに，患者に高度医療・最善の医療

を提供し，快適な医療環境を提供する大学病院としての役割を果たすため，

診療環境の整備・充実を行う。

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置 

①大学・学部との連携

【44】大学教員と附属学校園教員が，共同研究プロジェクトで「より良い授業の

開発」，「教材開発」，「教育方法の開発」等を持続的に行い，研究成果を広

く地域に発信する。また，大学教員だけでなく，附属学校園教員も地域の

学校を積極的に訪問し，研究成果を普及する活動を行う。
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②教育内容と学校運営

【28】附属学校園の持つリソースを活用し，先導的・実践的な授業

に取り組む。

③地域社会との連携

【29】日常的に学部教員と連絡を取り合ったり，県内教育機関等と

連携したりしながら，地域のモデル校として，地域を牽引す

る学校教育の活性化に寄与する。

【45】大学教員が研究を活かした探究的な授業を附属学校園で行い，附属学校園

教員が教育現場を題材とした課題解決につながる講義を，大学院及び学部

で実施するなど相互の資質を向上させる。

【46】現職教員の免許更新講習として，附属学校園の教育研究発表会等の授業と

連携した講義を計画する。研究発表会の授業に参加・観察した後に，大学

教員が行う講義で，受講者が討論する実践的な講習を行う。

②教育内容と学校運営

【47】ＰＤＣＡサイクルによって，附属学校園全体，各学校園の年次課題を明確

にし，教職員で共通理解する。また，年２回開催される学校評議員会の助

言や学校評価（学校アンケート）の結果を反映させた学校経営を行う。

【48】教育研究発表会以外に，各学校園が行っている研究授業を積極的に公開し，

県内の教員と附属学校園教員の意見交換，学部教員の指導助言により，現

職教員の指導力や専門性を向上させる。

③地域社会との連携

【49】教育研究発表会や研究授業及びプロジェクト事業等において，大学教員と

協議し，地域の学校園毎の課題に対応できる先進的・効果的な授業実践と

教育研究の在り方を提供する。

【50】富山県教育委員会，富山県総合教育センター等が実施している教員研修会

に，モデルとなる授業や理論の提供，附属学校園教員の講師派遣を通して，

県内の現職教員の指導力向上に関する多様な取組に実効的な協力を行う。

【51】附属学校園教員を，県内教育関係諸団体の研究組織に継続して派遣し，教

育研究の推進役を担うことに加え，地域の学校園の研修会に講師や共同研

究者等として派遣し，教育研究，教育活動の活性化に寄与する。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 組織運営の改善に関する目標 

①管理運営組織の在り方

【30】学長のリーダーシップの下で，学内のコンセンサスの形成に

留意しつつ，ガバナンス機能の強化を推進し，大学としての

意思決定を適切に行う。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

①管理運営組織の在り方

【52】各種会議の効率的な運営に努めるとともに，意思決定システム及び運営組

織の役割の明確化を図り，透明性の高い大学運営を行う。 

【53】学内情報の収集やＩＲ（Institutional Research）機能の構築や強化を，

平成３０年度までに行う。 
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②教員人事と業績評価

【31】優秀な女性，若手，外国人等を積極的に登用し，年俸制の積

極的な導入及び適切な教員業績評価を行う。

③男女共同参画の推進

【32】男女共同参画を推進し，就労環境の整備を行う。

④機動的・戦略的な学内資源配分

【33】学長のビジョンに沿った機能強化を実現するため，メリハリ

のある資源配分を行う。 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

【34】ミッションの再定義を踏まえ，全学的な機能強化を図る観点

から，地域での社会的役割や本学の強み特色を活かす教育研

究組織の見直し，組織再編を行う。 

【54】監事機能を強化する監事室を設置したことに伴い，その機能が適切に発揮

されるように，主要会議の出席などを通じての内部統制の確認や，学長と

の定期的な意思疎通を行う。また，学長選考会議と監事が連携して学長の

業務執行状況の確認や意見交換を行う。 

②教員人事と業績評価

【55】教員業績評価内容を点検し，適切な評価体制を更に整備する。

【56】公募制により優秀な人材を確保するとともに，年俸制教員の割合を維持す

る。

③男女共同参画の推進

【57】女性教員比率２５％，女性教授比率１５％，役員及び部局長等の女性比率

１５％にすることや，事務系女性管理職等への登用の目標値を１０％とす

るとともに，就労環境の整備を行う。 

④機動的・戦略的な学内資源配分

【58】学長のリーダーシップの下，学内予算の戦略的な配分を行う。また，学長

裁量経費の拡充を図り，機能強化のための重点配分や学内評価指標に基づ

く部局配分等，効果的な資源配分を行う。 

【59】学部等のガバナンス機能の強化を進めるため，学部等の取組状況を評価し

た学内資源の再配分方針を策定し，機動的な資源配分を実施する。

【60】教員の人員配置の見直しを行い，見直した人員を，外部の意見を踏まえな

がら，戦略性の高い計画・改革を検討している部局へ再配分（配置）する。 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

【61】教職大学院の設置に伴い，人間発達科学研究科の見直し，教職課程，教員

養成の在り方を検討し，教員養成機能の強化を行う。 

【62】ミッションの再定義で明らかにした，理工系の教育研究機能の強化（社会

的要請の高い分野の教育研究組織の設置及び多国籍研究グループの形成）

を実現するための組織再編を行う。 

【63】教養教育について，本学の総力を結集した全学的な協力体制を構築すると

ともに，組織体制の整備・充実・不断の改革を進める。 

【64】人文社会芸術系の学部・大学院について，地域・社会の要請に応える人材

育成のための組織の見直しを行う。 
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３ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

【35】事務処理の効率化・合理化を図るとともに，教育，研究，社

会貢献等の体制に即した事務組織の機能強化・編成の見直し

等を図る。

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

【65】事務の情報化の推進やアウトソーシングの推進と見直しを行う。また，教

育，研究，社会貢献等の体制に対応した事務組織の機能強化・編成の見直

しを行う。 

【66】事務職員等の資質向上や，専門的知識の修得のための職能開発，スタッフ・

ディベロップメント研修で，受講者や所属長の意見を活用するなど研修効

果を検証しながら実施する。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標

１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 

①外部資金及び寄附金等の自己収入の増加

【36】大学運営の安定した経営基盤を図るために，多彩な外部資金

や自己収入の増収に努める。

②附属病院収入

【37】附属病院の健全な経営基盤を確保するために，安定した収入

や効率的な経営を図る。

２ 経費の抑制に関する目標

【38】業務の内容等を見直し，一般管理費等の削減に努める。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標  

【39】保有する資産の活用状況を定期的に点検し，有効活用を図る。

また，余裕資金が生じた場合は，資金運用を行い，有効活用

を図る。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための

措置 

①外部資金及び寄附金等の自己収入の増加

【67】研究推進機構研究戦略室において，各種競争的資金や受託研究，共同研究，

寄附金等の獲得に向けた様々な施策等の情報収集の強化及びコーディネー

ター等による分析と有効な施策の調査検討・実施等の戦略的な取組を行い，

第２期中期目標期間より自己収入を増加させる。

②附属病院収入

【68】外来入院患者等の積極的な受入れや手術件数の増加により，附属病院の増

収を図るとともに，医療材料の値引きによる支出抑制及び医療用消耗品の

規格の統一化，後発医薬品への切替え等により，効率的な予算執行による

経費削減に取り組む。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

【69】複数年契約の推進や光熱水量の節減取組の徹底等を図ることにより，経常

費用に占める一般管理費率を第２期中期目標期間以下に抑制する。 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

【70】保有資産の活用状況について定期的（年１回）に点検を実施し，全体把握

及び現状分析を行うとともに，活用状況の改善を含めた保有資産の不断の

見直しにより，有効活用を図る。

【71】資金の有効活用を図るため，安全性に配慮した上で可能な限り高い運用益

が得られる運用方法及び運用先を選定し，資金運用を行う。
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

１ 評価の充実に関する目標 

【40】大学の教育研究の質の向上及び運営の改善に資するため，自

己点検・評価及び第三者評価を実施し，評価結果を大学の活

動に活用する。

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標

【41】積極的な情報公開と分かりやすい情報発信を推進し, 大学が

果たしている機能等についての関心や理解を深め，本学のプ

レゼンス向上を図る。 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

①施設マネジメントとキャンパス環境の整備

【42】本学が目指す教育，研究，社会貢献，医療等の活動を支援す

る施設設備とキャンパス環境を計画的に整備充実し，共用化

など弾力的な活用に努め，有効かつ効率的に管理運用する。 

２ 安全管理に関する目標

①安全衛生管理

【43】ＱＯＬ（Quality Of Life）向上の観点から，学生及び教職

員に対する安全衛生管理体制を整備充実し，健康で，学びや

すく，働きやすい環境作りを推進する。 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにと

るべき措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

【72】認証評価の結果や大学全体及び部局等の年度計画の自己点検・評価の結果

を学内で共有する仕組みを整備し，教育研究の質の向上及び大学運営の改

善に活用する。 

【73】ステークホルダーの意見を継続的に集積・分析し，大学運営等に活用する。 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置

【74】ウェブサイトの更なる充実を図るとともに，教育・研究活動等の成果や本

学が果たしている機能・役割をテレビや新聞等の様々なメディアを活用し，

積極的に情報発信する。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

①施設マネジメントとキャンパス環境の整備

【75】本学改革方針を踏まえ，「キャンパスマスタープラン２０１１」を平成２７

年度に改定した２０１５年版に基づき，安全安心で快適なキャンパス環境

と施設設備の整備充実を計画的に実施する。 

【76】既存施設の有効活用と効率的運用に努めるとともに，グローバル化の推進

やイノベーション創出など教育研究の変化等に弾力的に対応するため，教

育研究スペースの２０％を共用化する。 

【77】施設設備を安全で快適に利用できるよう，利用者による自主点検と連動し

て，修繕必要箇所の計画的解消や予防保全を実施する体制を整備充実し，

施設の長寿命化と費用対効果に配慮した維持管理を効率的に実施する。 

【78】第２期中期目標期間から実施しているスペースチャージ制を継続し，施設

の有効活用，計画的修繕を実施する。 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

①安全衛生管理

【79】安全衛生環境の調査点検を定期的に行い，作業環境の改善や改善が必要な

機器類を整備し，安全衛生管理を徹底する。
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②環境配慮

【44】地域に環境面から貢献する観点から，環境負荷低減に努める

など持続可能な社会の形成に向けた環境配慮活動を推進す

る。

３ 法令遵守に関する目標 

【45】公平公正な職務遂行を確保するため，法令等の遵守を徹底し，

透明性の高い大学運営を行う。 

【80】安全に関する手引等を整備充実し，安全教育講習や防災訓練等を定期的に

実施する。

【81】学生の安全衛生管理において，教職員と相談組織が連携し，メンタルヘル

スを含めた修学，学生生活支援を行う。また，教職員のメンタルヘルスを

含む健康増進・疾病予防を支援する。

②環境配慮

【82】環境教育マニュアル等を整備充実し，これに基づき全構成員による省エネ

ルギー活動と廃棄物の発生抑制等，環境配慮活動を実施する。

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

【83】法令等の遵守を徹底するため，特に次の点について推進する。 

・大学が保有する個人情報の適正な取扱いを更に推進するため，引き続き

研修会を実施するとともに，e-learning教材を用いた教育を行い，個人

情報の適切な管理を徹底する。

・データセンター棟へ学内サーバを集約し，情報セキュリティ管理の強化

や，情報セキュリティに関する定常的な啓蒙と監視の強化及び緊急時の

対応を行う組織を整備する。また，電子情報を含めた格付けを行い，情

報の重要性に応じたアクセス条件を整備するとともに，各情報の管理を

徹底する。

・研究費の不正使用や研究活動における不正行為を事前に防止するため，

説明会や e-learning 教材等によるコンプライアンス教育や研究倫理教

育を行い，未受講者に対しては部局長を通して要請するなど受講を徹底

する。また，e-learningシステム等を用いて理解度の調査・分析を行い，

理解度の低い事項については重点的に教育を行う等，コンプライアンス

教育や研究倫理教育を徹底する。

【84】内部統制システムを更に整備し，透明性の高い大学運営を行う。
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（別紙） 

中 期 目 標 中 期 計 画 

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む），収支計画及び資金計画 

別紙参照

Ⅶ 短期借入金の限度額 

○ 短期借入金の限度額

１．短期借入金の限度額 

３,２８０,５５３千円 

２．想定される理由 

 運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策

費として借り入れることが想定されるため。 

Ⅷ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

○ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画

１．重要な財産を譲渡する計画 

・富山大学伏木宿舎の土地及び建物（富山県高岡市伏木矢田４０３番２

３，１３０．０１㎡ （建物延面積１，２７９．６６㎡））を譲渡する。

・富山大学古府宿舎の土地及び建物（富山県高岡市伏木古府二丁目６７番

２，８１７．０８㎡ （建物延面積１，８２３．０７㎡））を譲渡する。

２．重要な財産を担保に供する計画 

・附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に伴い，本学の土地

及び建物を担保に供する。

Ⅸ 剰余金の使途 

○ 決算において剰余金が発生した場合は，

  ・教育研究，診療の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

Ⅹ その他 

１．施設・設備に関する計画 

施設・整備の内容 予定額（百万円） 財 源

附属病院改修（中診･外来棟） 
附属病院基幹・環境整備

杉谷キャンパス基幹・環境整

総 額

  ４，４８７

施設整備費補助金（ ５４２）

長期借入金

（(独)大学改革支援・学位授与機
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備

小規模改修

構）

  （３，５４３）

(独)大学改革支援・学位授与機構施

設費交付金    （ ４０２）

（注１）施設・設備の内容，金額については見込みであり，中期目標を達成するため 

 に必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案し

た施設・設備の改修等が追加されることもある。

（注２）小規模改修については，平成２８年度以降は平成２７年度同額として試算し

ている。

なお，各事業年度の施設整備費補助金，(独)大学改革支援・学位授与機構施

設費交付金，長期借入金については，事業の進展等により所要額の変動が予想

されるため，具体的な額については，各事業年度の予算編成過程等において決

定される。

２．人事に関する計画 

①教員業績評価内容を点検し，適切な評価体制を更に整備する。

②公募制により優秀な人材を確保するとともに，年俸制教員の割合を維持する。

③女性教員比率２５％，女性教授比率１５％，役員及び部局長等の女性比率１５％

にすることや，事務系女性管理職等への登用の目標値を１０％とするとともに，

就労環境の整備を行う。

④教員の人員配置の見直しを行い，見直した人員を，外部の意見を踏まえながら，

戦略性の高い計画・改革を検討している部局へ再配分（配置）する。

⑤事務職員等の資質向上や専門的知識の修得のための職能開発，スタッフ・ディベ

ロップメント研修で，受講者や所属長の意見を活用するなど研修効果を検証しな

がら実施する。

（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み

１１１，３８７百万円（退職手当は除く。）

３．中期目標期間を超える債務負担 

（ＰＦＩ事業）

該当なし

（長期借入金）
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（単位：百万円）

年度

財源

H28 H29 H30 H31 H32 H33 
中期目

標期間

小計

次期以

降償還

額

総債務

償還額

長期借

入金償

還金

（(独)大
学改革支

援・学位

授与機

構）

623 670 766 860 884 942 4,745 13,215 17,960 

（注）金額については，見込みであり，業務の実施状況等により変更されることもある。 

   （単位：百万円） 
年度

財源

H28 H29 H30 H31 H32 H33 
中期目

標期間

小計

次期以

降償還

額

総債

務償

還額

長期借入

金償還金

（民間金

融機関）

21 21 21 21 21 21 124 303 427 

（注）金額については，見込みであり，業務の実施状況等により変更されることもある。 

（リース資産）

該当なし

４．積立金の使途 

○ 前中期目標期間繰越積立金については，次の事業の財源に充てる。

① 附属病院再整備事業に係る施設・設備整備費の一部

② 職員身分証のＩＣカード化事業

③ 省エネルギー設備更新事業費の一部

④ その他教育，研究，診療に係る業務及びその附帯業務
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（別紙） 

中 期 目 標 中 期 計 画 

別表（学部，研究科等） 

学 

部 

人文学部 

人間発達科学部 

経済学部 

理学部 

医学部 

薬学部 

工学部 

芸術文化学部 

研 

究 

科 

等 

人文科学研究科 

人間発達科学研究科 

経済学研究科 

芸術文化学研究科 

生命融合科学教育部 

医学薬学教育部 

理工学教育部 

教職実践開発研究科 

別表（収容定員） 

学 

部 

人文学部   ７５４人 

人間発達科学部   ６８０人 

経済学部    １６４０人 

理学部    ９２８人 

医学部    ９９５人 

（うち医師養成に係る分野 ６５５人） 

薬学部    ５３０人 

工学部   １６６０人 

芸術文化学部    ４６０人 

研 

究 

科 

等 

人文科学研究科    １６人（うち修士課程 １６人） 

人間発達科学研究科    ２４人（うち修士課程 ２４人） 

経済学研究科     ３６人（うち修士課程 ３６人） 

芸術文化学研究科     １６人（うち修士課程 １６人） 

生命融合科学教育部    ６０人（うち博士課程 ６０人） 

医学薬学教育部   ２８１人 うち修士課程 ３０人 

博士前期課程 １０２人 

博士後期課程  ３３人 

博士課程   １１６人

理工学教育部    ４８２人  うち修士課程   ４３４人 

博士課程 ４８人 

教職実践開発研究科    ２８人（うち専門職学位課程 ２８人） 
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大学等名  富山大学

（単位：百万円）

金　　額

　収入

運営費交付金 77,390

施設整備費補助金 542

船舶建造費補助金 0

大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 402

自己収入 138,323

授業料及び入学料検定料収入 33,532

附属病院収入 103,804

財産処分収入 0

雑収入 987

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 12,966

長期借入金収入 3,543

233,166

　支出

業務費 206,366

教育研究経費 111,909

診療経費 94,457

施設整備費 4,487

船舶建造費 0

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 12,966

長期借入金償還金 9,347

233,166

［人件費の見積り］

中期目標期間中総額１１１，３８７百万円を支出する。（退職手当は除く。）

　注）人件費の見積りについては、平成29年度以降は平成28年度の人件費見積り額を踏まえ試算

　　している。

　注）退職手当については、国立大学法人富山大学退職手当規程に基づいて支給することとする

　　が、運営費交付金として交付される金額については、各事業年度の予算編成過程において

　　国家公務員退職手当法に準じて算定される。

　注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。

(別紙)予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

平成28年度～平成33年度　予算

区　　分

計

計

１．予算
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［運営費交付金の算定方法］

○　毎事業年度に交付する運営費交付金は、以下の事業区分に基づき、それぞれに対応した数式

　により算定して決定する。

Ⅰ〔基幹運営費交付金対象事業費〕

　　①「教育研究等基幹経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年

　　　度におけるＤ（ｙ）。

        ・　学部・大学院の教育研究に必要な教職員のうち、設置基準に基づく教員にかかる給

　　　　　与費相当額及び教育研究経費相当額。

        ・　附属学校の教育研究に必要な教職員のうち、標準法に基づく教員にかかる給与費相

　　　　　当額。

        ・　学長裁量経費。

　　②「その他教育研究経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年

　　　度におけるＥ（ｙ）。

　　　　・　学部・大学院及び附属学校の教育研究に必要な教職員（①にかかる者を除く。）の

　　　　　人件費相当額及び教育研究経費。

　　　　・　附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相当額及び教育研究診療

　　　　　経費。

　　　　・　附置研究所及び附属施設等の運営に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費。

        ・　法人の管理運営に必要な職員（役員を含む）の人件費相当額及び管理運営経費。

        ・　教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要となる経費。

　　③「機能強化経費」：機能強化経費として、当該事業年度において措置する経費。

　〔基幹運営費交付金対象収入〕

　　④「基準学生納付金収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額及

　　　び収容定員数に授業料標準額を乗じた額の総額。（平成28年度入学料免除率で算出される

　　　免除相当額については除外。）

  　⑤「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分等）、授業料収入（収容定員

　　　超過分等）及び雑収入。平成28年度予算額を基準とし、第３期中期目標期間中は同額。

Ⅱ〔特殊要因運営費交付金対象事業費〕

　　⑥「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度において措置する経費。

Ⅲ〔附属病院運営費交付金対象事業費〕

　　⑦「一般診療経費」：当該事業年度において附属病院の一般診療活動に必要となる人件費相

　　　当額及び診療行為を行う上で必要となる経費の総額。Ｉ（ｙ－１）は直前の事業年度にお

　　　けるＩ（ｙ）。

　　⑧「債務償還経費」：債務償還経費として、当該事業年度において措置する経費。

　〔附属病院運営費交付金対象収入〕                                    

　　⑨「附属病院収入」：当該事業年度において附属病院における診療行為によって得られる収

　　　入。Ｋ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＫ（ｙ）。

運営費交付金 ＝ Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）＋ Ｃ（ｙ）
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１．毎事業年度の基幹運営費交付金は、以下の数式により算定する。

　　Ａ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ）＋ Ｅ（ｙ）＋ Ｆ（ｙ）－ Ｇ（ｙ）

　（１）Ｄ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ－１）× β（係数）

　（２）Ｅ（ｙ）＝｛Ｅ（ｙ－１）× α（係数）｝× β（係数）± Ｓ（ｙ）± Ｔ（ｙ）

　　　　　　　　　＋ Ｕ（ｙ）

　（３）Ｆ（ｙ）＝ Ｆ（ｙ）

　（４）Ｇ（ｙ）＝ Ｇ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　　Ｄ（ｙ）：教育研究等基幹経費（①）を対象。

　　Ｅ（ｙ）：その他教育研究経費（②）を対象。

　　Ｆ（ｙ）：機能強化経費（③）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するため

　　　　　　　に必要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程において当該事

　　　　　　　業年度における具体的な額を決定する。

　　Ｇ（ｙ）：基準学生納付金収入（④）、その他収入（⑤）を対象。

　　Ｓ（ｙ）：政策課題等対応補正額。

            　新たな政策課題等に対応するための補正額。各事業年度の予算編成過程において

              当該事業年度における具体的な額を決定する。

　　Ｔ（ｙ）：教育研究組織調整額。

           　 学部・大学院等の組織整備に対応するための調整額。

            　各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定

　　　　　　　する。

　　Ｕ（ｙ）：教育等施設基盤調整額。

           　 施設マネジメントにおける維持管理の状況に対応するための調整額。

          　  各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定

　　　　　　　する。

２．毎事業年度の特殊要因運営費交付金は、以下の数式により算定する。

　　Ｂ（ｙ）＝ Ｈ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　　Ｈ（ｙ）：特殊要因経費（⑥）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するため

　　　　　　　に必要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程において当該事

　　　　　　　業年度における具体的な額を決定する。

３．毎事業年度の附属病院運営費交付金は、以下の数式により算定する。

　　Ｃ（ｙ）＝｛Ｉ（ｙ）＋ Ｊ（ｙ）｝－ Ｋ（ｙ）

　（１）Ｉ（ｙ）＝ Ｉ（ｙ－１）± Ｖ（ｙ）

　（２）Ｊ（ｙ）＝ Ｊ（ｙ）

　（３）Ｋ（ｙ）＝ Ｋ（ｙ－１）± Ｗ（ｙ）

--------------------------------------------------------------------------------------

　　Ｉ（ｙ）：一般診療経費（⑦）を対象。

　　Ｊ（ｙ）：債務償還経費（⑧）を対象。

　　Ｋ（ｙ）：附属病院収入（⑨）を対象。

    Ｖ（ｙ）：一般診療経費調整額。

            　直近の決算結果等を当該年度の一般診療経費の額に反映させるための調整額。各

　　　　　　　事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定す

　　　　　　　る。

    Ｗ（ｙ）：附属病院収入調整額。

            　直近の決算結果等を当該年度の附属病院収入の額に反映させるための調整額。各

　　　　　　　事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定す

　　　　　　　る。
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　【諸係数】

α（アルファ）：機能強化促進係数。△1.0％とする。

              　第３期中期目標期間中に各国立大学法人における教育研究組織の再編成等を通じ

　　　　　　　　た機能強化を促進するための係数。

β（ベータ）：教育研究政策係数。

              物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合的に勘案して必要に

　　　　　　　応じ運用するための係数。

              各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決定

　　　　　　　する。

注）中期計画における運営費交付金は上記算定方法に基づき、一定の仮定の下に試算されたもの

　であり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程において決定される。

　　なお、運営費交付金で措置される「機能強化経費」及び「特殊要因経費」については、平成

　29年度以降は平成28年度と同額として試算しているが、教育研究の進展等により所要額の変動

　が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。

注）施設整備費補助金、船舶建造費補助金、大学改革支援・学位授与機構施設費交付金及び長期

　借入金収入は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。

注）自己収入並びに産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、平成28年度の受入見込額

　により試算した収入予定額を計上している。

注）産学連携等研究収入及び寄附金収入等は、版権及び特許権等収入を含む。

注）業務費、施設整備費及び船舶建造費については、中期目標期間中の事業計画に基づき試算し

　た支出予定額を計上している。

注）産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行

　われる事業経費を計上している。

注）長期借入金償還金については、変動要素が大きいため、平成28年度の償還見込額により試算

　した支出予定額を計上している。

注）上記算定方法に基づく試算においては、「教育研究政策係数」は１とし、「教育研究組織調

　整額」、「教育等施設基盤調整額」、「一般診療経費調整額」及び「附属病院収入調整額」に

　ついては、０として試算している。また、「政策課題等対応補正額」  については、平成29年

　度以降は、平成28年度と同額として試算している。
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大学等名  富山大学

（単位：百万円）

金　　額

費用の部 228,524

経常費用 228,524

業務費 209,178

教育研究経費 30,094

診療経費 50,962

受託研究費等 7,505

役員人件費 1,204

教員人件費 59,558

職員人件費 59,855

一般管理費 5,342

財務費用 1,159

雑損 0

減価償却費 12,845

臨時損失 0

収入の部 230,077

経常収益 230,077

運営費交付金収益 76,068

授業料収益 27,259

入学金収益 3,827

検定料収益 1,029

附属病院収益 103,804

受託研究等収益 7,505

寄附金収益 4,403

財務収益 15

雑益 972

資産見返負債戻入 5,195

臨時利益 0

純利益 1,553

総利益 1,553

注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

注）純利益及び総利益には、附属病院における借入金返済額（建物、診療機器等の整備のための

　借入金）が、対応する固定資産の減価償却費よりも大きいため発生する会計上の観念的な利益

　を計上している。

２．収支計画

平成28年度～平成33年度　収支計画

区　　分
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大学等名  富山大学

（単位：百万円）

金　　額

資金支出 235,797

業務活動による支出 214,521

投資活動による支出 9,299

財務活動による支出 9,347

次期中期目標期間への繰越金 2,630

資金収入 235,797

業務活動による収入 228,680

運営費交付金による収入 77,390

授業料及び入学料検定料による収入 33,532

附属病院収入 103,804

受託研究等収入 7,505

寄附金収入 5,461

その他の収入 988

投資活動による収入 944

施設費による収入 944

その他の収入 0

財務活動による収入 3,543

前中期目標期間よりの繰越金 2,630

注）施設費による収入には、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構における施設費交付事業

　にかかる交付金を含む。

区　　分

３．資金計画

平成28年度～平成33年度　資金計画
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